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平成 31 年度以降の保険料軽減特例の見直しについて 

 

 

 

１ 現行の軽減特例措置（「均等割」の 9 割軽減及び 8.5 割軽減） 

   後期高齢者医療制度では、低所得者対策として、世帯の所得に応じて、均等

割の 7割、5割、2割の軽減措置が制度上設けられているが、制度発足時の激

変緩和措置として、国の予算措置により、更に上乗せした軽減の特例が実施さ

れてきた。 

 

低所得者の均等割軽減特例 

恒常的な措置 

（本則） 

軽減特例 

（予算措置） 

  7割軽減  9割、8.5割軽減 

 

 

２ 軽減特例（9 割軽減及び 8.5 割軽減）見直しの趣旨  

  平成 29年度から段階的に見直しが行われてきた軽減特例の内、「均等割」 

軽減特例（9割軽減及び 8.5割軽減）の見直しについては、これまで据え置か 

れてきたが、「今後の社会保障改革の実施について」（平成 28年 12月 22日社 

会保障制度改革推進本部決定）において、「低所得者に対する介護保険料軽減 

の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて実施する」と決定されていた。 

この度、消費税率引上げによる財源を活用した社会保障の充実策として介 

護保険料軽減の拡充及び年金生活者支援給付金の支給が、平成 31年 10月か 

ら開始されることから、あわせて見直しを実施することとなった。 

 

 

３ 軽減特例（9 割軽減及び 8.5 割軽減）見直しの内容 

今後の均等割軽減の推移 

軽減割合 ～H30年度 H31年度 H32年度 H33年度～ 

9割軽減の者  9割軽減 8割軽減 7割軽減 7割軽減 

8.5割軽減の者  8.5割軽減 8.5割軽減 7.75割軽減 7割軽減 
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４ 軽減特例（9 割軽減及び 8.5 割軽減）見直しの影響を受ける被保険者 

 

当広域連合の影響を受ける被保険者数 

軽減割合 被保険者数（※１） 割合（※２） 

9割軽減の者  約 56千人 約 23％ 

8.5割軽減の者  約 54千人 約 22％ 

※１ 被保険者数は平成 30年度当初賦課ベース 

※２ 被保険者数全体に占める割合 
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